
埼玉県下水道局建設工事請負等の特定調達契約に係る一般競争入札参加者心得 

 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この心得は、下水道局が締結する次に掲げる契約のうち、地方公共団体の物品等 

 又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）の規定が適 

 用されるものに係る一般競争入札に参加する者が熟知すべき事項について定めるものと 

 する。 

  一 建設工事の請負の契約 

 二 建設工事に係る設計、調査及び測量の業務（以下「設計・調査・測量」という。） 

  の委託の契約 

２ 入札説明書における定めは、この心得の規定に優先する。 

 

   第２章 入札執行前の手続 

 （公告） 

第２条 公告は、埼玉県報に登載することにより行われ、その内容は、発注機関及び下水 

 道管理課において掲示する。 

 （入札説明書） 

第３条 入札説明書は、公告に定めるところにより交付する。 

２ 入札の対象となる建設工事又は設計・調査・測量の仕様その他の明細については、入 

 札説明書に記載しないことがある。この場合、別途当該事項についての説明書を入札説 

 明書に定めるところにより交付する。 

 （入札に参加する者に必要な資格） 

第４条 入札に参加することができる者は、当該入札について入札参加資格の認定（以下 

 「認定」という。）を受けた者に限る。 

２ 認定を受けた者（以下「被認定者」という。）であっても、入札期日において認定を 

 受ける者に必要な条件（以下「認定要件」という。）を満たしていない者は、当該入札 

 に参加する資格を有しない。 

 （認定） 

第５条 認定は、入札に参加しようとする者の申請に基づき行い、当該入札においてのみ 

 効力を有する。 

２ 認定要件は、入札説明書に定めるところによる。 

３ 認定申請を行おうとする者は、入札説明書に定めるところにより、一般競争入札参加 

 資格認定申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 

 一 建設業の許可を受けた営業所表（様式第２号。入札の対象が建設工事であるときに 

  限る。） 

 二 営業所表（様式第３号。入札の対象が設計・調査・測量であるときに限る。） 

 三 委任状（様式第４号。当該契約において代理人を置く場合に限る。） 

 四 前各号に掲げるもののほか入札説明書に定める書類 

４ 前項の規定にかかわらず、特定建設工事共同企業体が認定の申請を行うときは、入札 

 説明書に定めるところにより、一般競争入札参加資格認定申請書（様式第５号）に次に 

 掲げる書類を添えて提出しなければならない。 

 一 特定建設工事共同企業体協定書（様式第６号） 

 二 全構成員に係る前項第１号から第３号までに掲げる書類 

 三 前各号に掲げるもののほか入札説明書に定める書類 

５ 認定の可否についての審査が終了したときは、その結果を申請者に通知する。 

６ 認定に当たり、所定の書類の入札書提出時の提出を義務付けることがある。この場合、 

 前項の通知において、あわせて当該義務付けについて通知する。 

７ 被認定者が認定申請の日に認定要件を満たしていなかったことが明らかとなったとき 



 又は入札期日に認定要件を満たさないこととなることが確定したときは、当該認定を取 

 り消す。この場合、取消しの対象となった者に対してその旨及びその理由を通知する。 

 （入札保証金の納付） 

第６条 入札に参加しようとする者は、入札説明書に定めるところにより入札保証金の納 

 付又はこれに代わる担保の提供をしなければならない。ただし、入札説明書に定めると 

 ころにより入札保証金を免除される者については、この限りでない。  

２ 申請に基づく入札保証金の免除が行われるときにおいて、免除を希望する者は、入札 

 説明書に定めるところにより、入札保証金免除申請書（個人及び法人にあっては様式第 

 ７号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第８号）を提出しなければならない。 

３ 免除の可否についての審査が終了したときは、その結果を申請者に通知する。 

 

   第３章 入札の執行 

 （公正な入札の確保）  

第６条の２ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２  

  ２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）、刑法（明治４０年法律第４５ 

  号）及び電子署名及び認証業務に関する法律（平成１２年法律第１０２号）その他関 

  係法令に抵触する行為を行ってはならない。  

２ 入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札価格についていかなる相 

  談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。  

３ 入札参加者は、指名の状況、入札参加意思その他適正な入札の執行に支障を及ぼす 

  おそれのある情報について、入札前に情報交換してはならない。  

４ 入札参加者は、落札者の決定前に他の入札参加者に対して入札価格又は内訳書の内 

  容を開示してはならない。  

５ 入札参加者は、入札手続に際し埼玉県の指示に従い円滑な入札執行に協力し、入札 

  執行を妨げたり他の入札参加者の入札手続を妨害するようなことを行ってはならない。 

６ 一般競争入札の参加者は、入札の公正さが阻害されるおそれがある次の各号のいず 

  れかに該当する場合で、その関係のある者同士が同一入札に参加してはならない。なお、

  共同企業体の場合、他の共同企業体との構成員同士、又は共同企業体の構成員と単体企業

  が次の各号のいずれかの関係にないこと。 

  一 子会社等（会社法第２条第３号の２に規定する子会社等をいう。 二において同   

    じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をいう。二において同じ。）の

    関係にある場合 

  二 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

  三 一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のち、次に掲

    げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

    ただし、会社等（会社法施行規則第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同  

    じ。）の一方が民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会

    社（会社更生法第２条第７項に規定する更生会社をいう。）である場合を除く。 

  ア 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

   (ア) 会社法第２条第11号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員で

          ある取締役 

   (イ) 会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 

   (ウ) 会社法第２条第15号に規定する社外取締役 

   (エ) 会社法第348条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行 

          しないこととされている取締役 

  イ 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

  ウ 会社法第575条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をい   

      う。）の社員（同法第590条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務 



      を執行しないこととされている社員を除く。） 

  エ 組合の理事 

  オ その他業務を執行する者であって、アからエまでに掲げる者に準ずる者 

 四 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第６４条第２項又は会社更生法第６

    ７条第１項の規定により選任された管財人（以下単に管財人という。）を現に兼ねている

    場合 

  五 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

 六 組合とその構成員が同一の入札に参加している場合 

  七 その他一から六の各号と同等な資本関係又は人的関係がある者と発注者が判断した場合 

７ 建設工事の競争入札において、対象工事に係る設計業務等の受託者（受注者が入札 

 公告に明示した者）又は当該受託者と次の各号のいずれかに該当する者は、対象工事 

  の入札に参加してはならない。なお、共同企業体の場合、他の共同企業体との構成員同 

  士、又は共同企業体の構成員と単体企業が次の各号のいずれかの関係にないこと。 

  一 子会社等（会社法第２条第３号の２に規定する子会社等をいう。 二において同    

    じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をいう。二において同じ。）の

    関係にある場合 

  二 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

  三 一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のち、次に掲

    げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

   ただし、会社等（会社法施行規則第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同

    じ。）の一方が民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会

    社（会社更生法第２条第７項に規定する更生会社をいう。）である場合を除く。 

  ア 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

   (ア) 会社法第２条第11号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員で

          ある取締役 

   (イ) 会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 

   (ウ) 会社法第２条第15号に規定する社外取締役 

   (エ) 会社法第348条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行 

          しないこととされている取締役 

  イ 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

  ウ 会社法第575条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をい   

      う。）の社員（同法第590条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務 

      を執行しないこととされている社員を除く。） 

  エ 組合の理事 

  オ その他業務を執行する者であって、アからエまでに掲げる者に準ずる者 

  四 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第６４条第２項又は会社更生法第６

    ７条第１項の規定により選任された管財人（以下単に管財人という。）を現に兼ねている

    場合 

  五 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

 六 組合とその構成員が同一の入札に参加している場合 

  七 その他一から六の各号と同等な資本関係又は人的関係がある者と発注者が判断した場合 

 （入札の取りやめ等） 

第７条 妨害、不正行為、被認定者の連合その他入札を公正に執行することができない事 

 由を生じ又は生じるおそれがあると認められるときは、入札期日を延期し又は取りやめ 

 ることがある。この場合、その旨公示するとともに被認定者に通知する。 

２ 第２条の規定は、前項の公示について準用する。 

 （入札執行） 



第８条 入札参加者（当該入札期日における入札の権限を有する者であって、入札書を提 

 出するために入札場所に入室する者をいう。以下同じ。）及び入札立会者（被認定者か 

 ら当該入札期日において入札執行に立ち会う者として指定された者（ 特定建設工事共 

 同企業体にあっては、構成員から指定された者）であって、立会いのために入札場所に 

 入室する者をいう。以下同じ。）は、入札説明書に定める入札期日及び時刻に一般競争 

 入札参加資格認定通知書その他入札説明書に定める書類を持参の上、入札場所に集合し 

 なければならない。 

２ 入札参加者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。 

 一 入札・見積委任状（様式第９号。当該入札期日における入札の権限を委任された者 

  が入札をしようとするときに限る。） 

 二 前号に掲げるもののほか入札説明書に定める書類 

３ 入札立会者は、入札立会者届出書（様式第１０号）を提出しなければならない。 

４ 入札場所に入室することができる者は、入札参加者等（入札参加者及び入札立会者を 

 総称する。以下同じ。）及び入札傍聴希望者受付簿に記入した者とし、入札参加者等に 

 ついては被認定者それぞれにつき１人（特定建設工事共同企業体にあっては、構成員そ 

 れぞれにつき１人）までとする。 

５ 指定の時刻に遅れた者の入札場所への入室は認めない。 

６ 入札参加者等及び入札傍聴希望者受付簿に記入した者の入札執行途中での退室は認め 

 ない。 

 （入札書等の提出） 

第９条 入札は、入札公告等で指示した日時及び方法に従い、埼玉県電子入札共同システ

 ムにより行う。 
２ 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により書面により入札書を提出する入
札（以下「紙入札」という。）とした場合にあっては、入札参加者は、入札書（個人
及び法人にあっては様式第１１号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第１２
号。）に必要事項を記載し、記名の上、封書にして提出しなければならない。 

３ 前項の場合で、代理人をして入札させようとするときは、代理人にその委任状（標準

 様式第５号）を提出させなければならない。 

４  入札参加者は、前２項の入札書の提出のときに、あわせて次に掲げる書類を提出しなけ 

 ればならない。 

 一 所定の入札保証金若しくはこれに代わる担保の納付又は免除を証する次に掲げる書 

  類 

  ア 入札保証金を納付したとき。 領収書の写し 

  イ 入札保証金に代わる担保を納付したとき。 保管有価証券受領書の写し 

  ウ 入札保証保険契約を締結したとき。 保険証券の写し 

  エ 入札保証金の免除決定を受けたとき。入札保証金免除決定通知書の写し 

 二 入札金額見積内訳書（提出を義務付けられたときに限る） 

 三 第５条第６項の規定により、入札書提出時の提出を義務付けられた書類 

 四 前各号に掲げるもののほか入札説明書に定める書類 

 （郵便による入札書の提出） 

第１０条 郵便により入札書を提出するときは、封書した入札書（個人及び法人にあって 

 は様式第１１号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第１２号）及び前条第２項各 

 号に掲げる書類を入札説明書に定めるところにより郵送しなければならない。 

 （入札金額） 

第１１条 入札は、入札者が見積もった価格の110分の100の価格により行わなければなら 

 ない。 

 （入札書等の書換の禁止） 

第１２条 一度提出した入札書の書換え、引換え、及び撤回をすることはできない。 

 （開札） 

第１３条 開札は、第９条の規定による書類の提出後直ちに、当該入札場所において、入 



 札参加者等の立会いのもとに行う。  

２ 開札のとき、入札者の中に当該入札者に係る入札参加者等が入札場所にいない者があ 

 るときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせる。 

 （入札の無効） 

第１４条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。 

 一 入札に参加する資格のない者がした入札 

 二 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書による 

  入札 

 三 入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達し 

  ない者がした入札 

 四 代理人で委任状を提出しない者がした入札 

 五 他人の代理を兼ねた者がした入札 

 六 ２通以上の入札書を提出した者がした入札又は２以上の者の代理をした者がした入 

  札 

 七 入札書が指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札 

 八 明らかに連合によると認められる入札 

 九 入札時提出書類（第９条第２項及び第１０条の規定により提出する書類（第１０条 

  の規定により提出する書類にあっては、入札書を除く。）をいう。）を提出しない者 

  がした入札、所定のものと異なる方法による入札その他入札説明書に定める入札に違 

  反した入札 

 （落札者の決定） 

第１５条 落札者は、予定価格の110分の100の価格（以下「入札書比較価格」という。） 

 の制限の範囲内で最低の価格の入札をした者とする。 

 （くじによる落札者の決定） 

第１６条 落札とすべき同額の入札が複数あるときは、直ちに当該入札をした入札参加者 

 にまず落札者を決定するくじを引く順序を決めるくじを引かせ、その結果により落札者 

 を決定するくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、当該入札参加者は、 

 くじを引くことを辞退することができない。 

２ 前項のくじ引きに当たり、当該入札をした入札参加者が入札場所にいないとき又はく 

 じを引かないときは、これに代わって当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。 

 （落札者決定の保留） 

第１７条 落札者の決定に係る調査基準価格を設けたときであって、当該調査基準価格の 

 110分の100の価格未満の入札（以下「低価格入札」という。）があるときは、第１５条 

  の規定にかかわらず、落札者の決定を保留し、入札執行を終了する。 

２ 前項の場合において、入札書比較価格の制限の範囲内の入札（低価格入札以外の入札 

 にあっては、最低の価格のものに限る。）の中に同額のものがあるときは、直ちに当該 

 入札をした入札参加者にまず順位を決定するくじを引く順序を決めるくじを引かせ、そ 

 の結果により順位を決定するくじを引かせ、順位を決定する。 

３ 前項のくじ引きに当たり、当該入札をした入札参加者が入札場所にいないとき又はく 

 じを引かないときは、これに代わって当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。 

 （低価格入札の調査） 

第１８条 前条第１項の規定により入札執行を終了したときは、低価格入札のうち最も入 

 札価格の低いものについて、次の各号の一に該当するものでないかを調査し、該当する 

 と認められないときは、当該入札をした入札者を落札者とする。 

  一 当該入札によっては、当該入札者により契約の内容に適合した履行がなされない 

   おそれがあると認められる入札 

  二 当該入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれが 

   あって著しく不適当であると認められる入札 

２ 前項の調査により落札者を決定できないときは、次順位の低価格入札について同様の 

 調査を行い、以下、落札者が決定するまで順次次順位の低価格入札について調査を行う。 



３ すべての低価格入札について前２項の調査を行った後も落札者を決定できないとき  

 は、低価格入札以外の入札のうち、入札書比較価格の制限の範囲内で最低の価格の入札 

 （同額の入札が複数あるときは、前条第２項の規定により決定された順位が最も高いも 

 の）をした者を落札者とする。 

４ 低価格入札をした入札者は、調査に当たってはこれに協力しなければならない。 

 （再度入札） 

第１９条 初度入札において落札者がいないときは、再度入札を行う。 

２ 再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とする。ただし、初度入札におい 

 て無効の入札を行った者は、再度入札に参加することができない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、再度入札を行わない。 

 一 落札者の決定に係る調査基準価格を設けたときであって、初度入札において低価格 

  入札があったとき 

 二 再度入札に参加することができる者がないとき。 

４ 再度入札は３回まで行うことができる。   

 （初度入札に引き続き行う再度入札） 

第２０条 再度入札のうち、再度入札に参加することのできる者の中に初度入札において 

 郵便による入札を行った者がないときに行うものについては、初度入札の開札結果の発 

 表後、当該入札場所において直ちに行う。 

２ 第９条第１項及び第１１条から第１８条までの規定は、前項の再度入札に準用する。 

 （改めて入札期日を設定する再度入札） 

第２１条 再度入札のうち、再度入札に参加することのできる者の中に初度入札において 

 郵便による入札を行った者があるときに行うものについては、初度入札の開札結果の発 

 表後、入札執行を終了し、改めて、定められた入札期日に行う。 

２ 前項の規定により入札執行を終了したときは、再度入札に参加できる者に対して、再 

 度入札に参加するに当たり必要な事項を通知する。 

３ 第１項の再度入札は、次の各号に定めるところにより行う。 

 一 妨害、不正行為、被認定者の連合その他再度入札を公正に執行することができない 

  事由を生じ又は生じるおそれがあると認められるときは、再度入札期日を延期し又は 

  再度入札を取りやめることがある。 

 二 前項の規定により再度入札期日を延期し又は再度入札を取りやめたときは、再度入 

  札に参加できる者に対してその旨通知する。 

 三 再度入札に参加する者に対して所定の書類の入札書提出時の提出を義務付けること 

  がある。 

   この場合、前項の通知において、あわせて当該義務付けについて通知する。 

 四 第８条から第１８条まで（第９条第２項中第１号、第２号及び第４号に掲げる書類 

   の提出の部分並びに第１０条中第９条第２項第１号、第２号及び第４号に掲げる書類 

    の提出の部分を除く。）の規定を準用する。この場合において、第８条第１項及び第 

    １０条中「入札説明書」とあるのは「第２１条第２項の通知」と、第９条第２項第３ 

    号中「第５条第６項の規定により」とあるのは「第２１条第３項第３号の規定によ 

    り」と読み替えるものとする。 

 （不調時の取扱い） 

第２２条 再度入札によってもなお落札者がないときは、再度入札に参加した者の中から 

 契約の相手方を選定し、随意契約の方法により契約を締結することがある。 

２ 再度入札において無効の入札を行った者は、前項の規定による随意契約の相手方とな 

 ることができない。 

３ 再度入札において低価格入札がなかったときにおいて、第１項ただし書の規定により 

 随意契約の方法による契約の締結を行うときは、再度入札の開札結果の発表に引き続き 

 当該入札場所において直ちに、契約の相手方となることを希望する者から見積書（個人 

 及び法人にあっては様式第１３号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第１４号） 

 を提出させ、見積額が入札書比較価格の範囲内で適当と認められたときは、当該見積り 



 をした者を契約の相手方とする。 

４ 再度入札において低価格入札があったときにおいて、第１項の規定により随意契約の 

 方法による契約の締結を行うときの取扱いについては、次の各号に定めるところによる。 

 一 随意契約の相手方となることができる者に対して、見積書を提出するに当たり必要 

  な事項を通知する。 

 二 見積書の提出期日において、随意契約の相手方となることを希望する者から見積書 

  （個人及び法人にあっては様式第１３号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第 

  １４号）及び見積書提出期日における見積権限を委任された者が見積をするときにあ 

  っては入札・見積委任状（様式第９号）を提出させ、見積額が入札書比較価格の範囲 

  内で適当と認められたときは、当該見積をした者を契約の相手方とする。 

 

   第４章 入札執行後の手続 

 （入札結果等の通知） 

第２３条 落札者を決定したときは、当該決定を落札者に通知した後、落札者に対して、 

 締結する契約の内容を記載した書面を速やかに送付する。 

２ 前項の書面が落札者に到達した日から５日（その期間中に埼玉県の休日を定める条例 

 （平成元年埼玉県条例第３号）第１条第１項に規定する県の休日がある場合においては、 

 当該休日を除く。）以内に当該落札者が契約の締結に応じないときは、落札決定は効力

  を失う。 

３ 前条第３項及び第４項の規定により契約の相手方を決定したときは、その旨を当該契 

 約の相手方に通知する。 

４ 次の各号の一に該当することとなったときは、入札結果を当該入札に係るすべての被 

 認定者（落札者を除く）に対して通知する。 

 一 落札者が決定されたとき。 

 二 初度入札で低価格入札があったとき。（落札者がないときに限る） 

 三 再度入札によっても落札者がないとき。 

 （落札決定後に契約を締結しない場合） 

第２３条の２  落札決定後、契約締結前までに落札者が次の各号のいずれかに該当するこ 

 ととなったときは、契約を締結しないことがある。この場合、県は、損害賠償の責めを 

 一切負わないものとする。 

 一 落札者が、政令第１６７条の４の規定に該当するとき（被補助人、被保佐人又は未 

    成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は除く。）。 

 二 落札者が競争入札に参加する資格及び入札公告等で示した資格を有しなくなったと 

    き。 

 三 落札者が入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けたとき。 

 四 落札者が暴力団排除要綱に基づく入札参加除外等の措置を受けたとき。 

 五 落札者が国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成績不良の事由による入札参加 

  停止の措置を２回以上受けたとき。 

 六 その他、入札執行が公正、公平に行われていなかったと発注者が認めたとき。 

 （消費税の課税についての届出） 

第２４条 落札者（特定建設共同企業体にあっては構成員）は、落札決定後、免税事業者

届出書（様式第１５号）を提出しなければならない。なお、提出が無い場合は、課税事

業者として取り扱うこととする。 

 （入札保証金の還付） 

第２５条 被認定者は、第２３条第４項各号の一に該当することとなったときは、入札保 

 証金の還付を請求することができる。  

２ 前項の規定にかかわらず、落札者の入札保証金の取扱いについては、次の各号に定め 

 るところによる。 

 一 契約を締結するまでは、還付の請求をすることができない。 

 二 納付すべき契約保証金があるときは、これに充当する。 



 三 第２３条第２項の規定により落札決定が効力を失ったときは、没収する。 

 （不落札理由の開示） 

第２６条 落札者とされなかった入札者は、不落札理由の開示を請求することができる。 

２ 前項の請求をする者は、不落札理由開示請求書（個人及び法人にあっては様式第１６ 

 号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第１７号）を提出しなければならない。 

３ 第１項の請求があったときは、当該請求者が落札者とされなかった理由（当該請求を 

 行った者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由）を当該請求者に通 

 知する。 

 （契約の確定） 

第２７条 契約は、下水道事業管理者（下水道事業管理者から契約締結権限の委任を受け 

 た者を含む。）及び契約の相手方が契約書に記名押印したときに確定する。 

 

   第５章 雑則 

 （変更等の届出） 

第２８条 認定申請をした者（第２３条第４項各号の一に該当することとなったときにあ 

 っては、落札者並びに第２２条第３項及び第４項の規定により決定された契約の相手方 

 に限る。第３項において同じ。）は、当該申請者（特定建設工事共同企業体にあっては 

 構成員）に係る次に掲げる事項について変更があったとき（第５号及び第６号に掲げる 

 事項（第６号に掲げる事項にあっては代理人の役職名に限る。）にあっては、変更する 

 とき）は、直ちに一般競争入札参加資格認定申請者変更届（個人及び法人にあっては様 

 式第１８号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第１９号。）を提出しなければな 

 らない。 新たに代理人を置くときも同様とする。 

 一 商号又は名称 

 二 住所（入札の対象が建設工事であるときにあっては、主たる営業所の所在地を含む 

  。）又は電話番号（ファクシミリ番号を含む。以下同じ。） 

 三 法人の代表者 

 四 事業主又は法人の代表者の氏名 

 五 代理人 

 六 代理人の勤務する営業所の所在地、電話番号、役職名又は氏名 

 七 建設業許可の番号又は入札の対象となる建設工事に対応する業種の建設業許可の区 

  分（入札の対象が建設工事であるときに限る。） 

 八  入札の対象となる建設工事に対応する業種の建設業許可の有無（入札の対象が建 

  設工事であるときに限る。） 

 九 測量業者登録の有無（入札の対象が測量業務であるときに限る。） 

 十 建築士事務所登録の有無（入札の対象が建築関連コンサルタント業務であるときに 

  限る。） 

２ 前項の変更届には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより書 

 類を添付しなければならない。 

 一 前項本文前段の規定により変更届を提出するとき 

  ア 入札の対象が建設工事であるとき。変更事項に応じて、別表第１に掲げる書類を 

   添付する。 

  イ 入札の対象が設計・調査・測量であるとき。変更事項に応じて、別表第２に掲げ 

   る書類を添付する。 

 二 前項本文後段の規定により変更届を提出するとき 

    ア 入札の対象が建設工事であるとき。建設業の許可を受けた営業所表（様式第２号 

   ）及び委任状（様式第４号）を添付する。 

    イ 入札の対象が設計・調査・測量であるとき。営業所表（様式第３号）及び委任状 

   （様式第４号）を添付する。 

３ 認定申請をした者は、当該申請者（特定建設工事共同企業体にあっては構成員）が次

 の各号の一に該当することとなったときは、直ちに書面により届け出なければならない。



 一 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当 

  する者となったとき。 

 二 死亡（法人においては解散）したとき。 

 三 営業停止命令を受けたとき。 

 四 営業の休止、再会又は廃止をしたとき。 

 五 金融機関に取引を停止されたとき。 

４ 前項の書面には、届出事項に応じて、別表第３に掲げる書類を添付しなければならな 

 い。 

５ 認定申請をした者は、当該申請者（特定建設工事共同企業体にあっては構成員）が次 

 の各号の一に該当するときは、直ちに書面により届け出なければならない。ただし、第 

 ２３条第４項各号の一に該当することとなったときは、この限りでない。 

 一 県内における工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたとき。 

 二 県内における工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆 

  に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 

 三 県内における工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、工事 

  関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたとき。 

 四 次に掲げる者が県の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで 

  公訴を提起されたとき。 

  ア 個人事業主又は法人の代表権を有する役員若しくは代表権を有すると認めるべき 

   肩書を付した役員（以下「代表役員等」という。） 

  イ 法人の役員又は支店若しくは営業所（常時工事等の契約をする事務所をいう。） 

   を代表する者でアに掲げる者以外の者（以下「一般役員等」という。） 

  ウ 使用人でイに掲げる者以外のもの（以下「使用人」という。） 

 五 次に掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又 

  は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 

  ア 代表役員等 

  イ  一般役員等 

    ウ 使用人 

 六 次に掲げる者が県外の他の公共機関の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又 

  は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 

  ア 代表役員等 

  イ  一般役員等 

 七 業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第 

  ５４号）の規定による勧告又は課徴金納付命令を受けたとき。 

 八 代表役員等、一般役員等又は使用人が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経 

  ないで公訴を提起されたとき。 

 九 代表役員等が禁錮以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以 

  上の刑若しくは刑法（明治４０年法律第４５号）の規定による罰金刑を宣告されたと 

  き。 

 

    附 則 

この心得は、平成22年４月１日から施行する。 

   

  附 則 

１ この要綱は、平成27年１月30日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、平成27年１月29日までに公告したものについては、なお 

 従前の例による。 

 

   附 則 

１ この心得は、平成27年４月１日から施行する。 



２ 前項の規定にかかわらず、平成27年３月31日までに公告したものについては、なお 

 従前の例による。 

 

  附 則 

１ この心得は、平成28年７月１日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、平成28年６月30日までに公告したものについては、なお 

 従前の例による。 

 

  附 則 

１ この心得は、平成29年４月１日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、平成29年３月31日までに公告したものについては、なお 

 従前の例による。 

 

  附  則 
１ この心得は、平成31年４月１日から施行する。 
２ 前項の規定にかかわらず、平成31年３月31日までに公告したものについては、なお従 

 前の例による。 

 

  附  則 
１ この心得は、令和元年10月１日から施行する。 
２ 前項の規定にかかわらず、令和元年９月30日までに公告したものについては、なお従 

 前の例による。 

 

  附  則 
１ この心得は、令和２年４月１日から施行する。 
 

  附  則 
１ この心得は、令和３年４月１日から施行する。 
 

  附 則 

１ この要綱は、令和５年10月20日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、令和５年10月19日までに公告したものについては、なお、

従前の例による。 

 

  附 則 

１ この心得は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、令和６年３月31日までに公告したものについては、なお

従前の例による。 



                                        

別表第１ 

                                                                                        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  変 更 事 項                               添 付 書 類                               

 商号又は名称           

 

(1) 法人 

   登記簿謄本（変更日が確認できるもの） 

(2)  個人 

     許可行政庁に提出した変更届（受理印のあるもの）の写し     

 住所                  

                       

   

 

(1) 法人 

   登記簿謄本（変更日が確認できるもの） 

(2)  個人 

     住民票の写し（変更日が確認できるもの）      

 主たる営業所の所在地    許可行政庁に提出した変更届（受理印のあるもの）の写し         

 電話番号                不要 

 法人の代表者           登記簿謄本（変更日が確認できるもの）                         

 事業主の氏名            住民票の写し（変更日が確認できるもの）                       

 法人の代表者の氏名      登記簿謄本（変更日が確認できるもの）                         

 代理人                 委任状（様式第４号）       

 代理人の勤務する営業所

  の所在地             

 建設業の許可を受けた営業所表（様式第２号）                   

 委任状（様式第４号）                                         

 代理人の勤務する営業所

 の電話番号 

 不要 

 代理人の役職名  建設業の許可を受けた営業所表（様式第２号）                  

 委任状（様式第４号）                                         

 代理人の氏名            住民票の写し（変更日が確認できるもの）                       

 建設業許可番号又は入札

 の対象となる建設工事に

 対応する業種の建設業許

 可の区分   

 建設業許可通知書の写し又は証明書                            

        

 入札の対象となる建設工

 事に対応する業種の建設

 業許可の有無  

 不要  



別表第２ 

                                                                                        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  変 更 事 項                               添 付 書 類                               

 商号又は名称         登記簿謄本（変更日が確認できるもの。法人に限る。） 

 住所                  

           

 

(1) 法人 

   登記簿謄本（変更日が確認できるもの） 

(2)  個人 

     住民票の写し（変更日が確認できるもの）      

 電話番号               不要                                                        

 法人の代表者           登記簿謄本（変更日が確認できるもの）                        

 事業主の氏名           住民票の写し（変更日が確認できるもの）                      

 法人の代表者の氏名     登記簿謄本（変更日が確認できるもの）                       

 代理人                 委任状（様式第４号）                                        

 代理人の勤務する営業所

 の所在地             

 営業所表（様式第３号）                                      

 委任状（様式第４号）                                        

 代理人の勤務する営業所

 の電話番号          

 不要 

 代理人の役職名   営業所表（様式第３号）                                 

 委任状（様式第４号）                      

 代理人の氏名     住民票の写し（変更日が確認できるもの）   

 測量業者登録の有無   不要   

 建築士事務所登録の有無  不要   

 

 

別表第３ 

                                                                                        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  届    出    事    項                    添 付 書 類                               

 地方自治法施行令第167 

 条の４第１項の規定に該

 当する者となった旨 

 

(1)  法人 

   登記簿謄本（宣告日が確認できるもの） 

(2) 個人 

   後見登記等ファイルに記録されている事項の証明書（後見等が 

   開始された日が確認できるもの） 

 死亡（法人においては解

 散）した旨 

 

 

(1)  法人 

   登記簿謄本（解散日が確認できるもの） 

(2)  個人 

   除籍抄本（死亡日が確認できるもの）          

 営業停止命令を受けた  命令書の写し 

 営業の休止又は廃止をし

 た旨              

 不要 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号                                                                             
  個人・法人用  

一般競争入札参加資格認定申請書 
                                                                    年  月  日  
 
  埼玉県下水道事業管理者      様 
 
                                  （入札に参加する事業所） 
                                    所 在 地 
                                    商号又は名称 
                                    代 表 者 氏 名                                   
 
  下記の一般競争入札に参加したいので、入札説明書に定められた書類を添えて、入札参加資格
の認定を申請します。 
  なお、地方自治法施行令第１６７条の４及び埼玉県流域下水道事業財務規程第１６８条の規定
に該当しない者であること並びに当該申請書及び電子証明書の記載事項が事実と相違ないことを
誓約します。 
 

記 
１  入札対象工事（業務） 

(1) 名称 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(2) 場所（建設工事に限る。） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

２  公告日           年      月      日 

３  連絡先 

(1)  担当者所属・氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(2)  電話番号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

４ 埼玉県電子入札共同システムにより入札に参加する場合（紙入札の場合は記入不要） 

(1) 入札書提出時点の事業所等情報 

① 埼玉県建設工事等競争入札参加資格申請時の申請事業所代表者氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

② 法人代表者氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

③ 会社名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（登記している場合に記入） 

(2) 入札書提出時点の以下の事業所等情報と入札書提出時に使用する（した）電子証明書の記載事項

との整合（該当する方に○を付けてください。） 

① 会社本店住所 （相違がある／相違がない／登記していない） 

② 電子証明書名義人の住民票記載住所 （相違がある／相違がない／電子証明書に記載がない） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－以下、発注者確認欄－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
□：開札後、電子入札システム上で表示される電子証明書の記載事項と上記４(1)①又②及び③に相違がないこ

とを確認 
□：上記４(2）の全てが「相違がある」に該当しないことを確認 

  ※相違がある場合は、入札手続を進める前にヘルプデスクへ確認すること。 

  ※標準型でくじになる場合、電子証明書の不正使用があった者は、くじの対象としないこと。 

 代表者等の変更（改姓、改名含む）により、電子証明書に記載された名義人氏名等＊1と異なることとなる場合、

変更日＊2以降は、前名義人氏名等の電子証明書は、絶対に使用しないでください。電子証明書が使用できない場合

は、公告文及び添付資料を御覧いただき、必要な手続をしてください。 
＊１「名義人氏名等」とは、電子証明書に記載されている以下の事項 

○名義人氏名 
 【工事等】埼玉県建設工事等競争入札参加資格申請時の申請事業所代表者（又は法人代表者） 
 【物品等】物品等競争入札参加資格申請時の契約者（又は法人代表者） 
○名義人所属の会社本店住所（登記している場合） 
○名義人所属の会社名（登記している場合） 
○名義人住民票記載住所（電子証明書に記載のある場合） 

＊２「変更日」とは、 
○名義人・会社名・本店住所の変更は、取締役会等で指定された日 
○名義人の改姓や改名・住民票記載住所の変更は、市区町村役場への届出日 

※前名義人氏名等の電子証明書（旧電子証明書）を使用した入札は無効になります。旧電子証明書を使用して入札を行った者は、

入札参加停止等の措置を受けることがあります。 
 



様式第２号 

建設業の許可を受けた営業所表 
 
                                                                                                                                      

営 業 所 

名 称 許可を受けた建設業 所 在 地 電話番号及びﾌｧｸｼﾐﾘ番号 

 （主たる営業所） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （代理人を置く営業所） 

       

     計              箇所  

 



様式第３号 

営       業       所       表 
  
 

営 業 所  

名 称 所 在 地 電話番号及びﾌｧｸｼﾐﾘ番号 

  （主たる営業所） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  （代理人を置く営業所） 

  

     



様式第４号 
 
 

委        任        状 
 
 
                                                               年  月  日  
 
 
  埼玉県下水道事業管理者      様 
 
 
                               所 在 地 
 
                               商号又は名称 
 
                               代 表 者 氏 名                              
 
 
      私は、次の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。       
 
 
                               所 在 地 
 
                   受 任 者    役 職 名 
 
                               氏 名 
 
 

記 
 
 
    （委任事項） 
 

                       工事（業務）に係る 
 
    １  入札及び見積りに関すること 
    ２  契約の締結に関すること 
    ３  工事の施工（契約の履行）に関すること 
    ４  代金の請求及び受領に関すること 
    ５  復代理人の選任に関すること 
 
 
 
 
 
                           ＜確認済＞県担当者記入 
                            確認日： 
                            相手方： 
                            確認者： 
 
 
 



様式第５号                                                                             
  特定建設工事共同企業体用  

 
一般競争入札参加資格認定申請書 

                                                                    年  月  日  
 
  埼玉県下水道事業管理者      様 
 
 
                    特定建設工事共同企業体の名称 
 
 
                        代表構成員  所 在 地 
 
                                    商号又は名称 
 
                                    代 表 者 氏 名                                   
 
                        構  成  員  所 在 地 
 
                                    商号又は名称 
 
                                    代 表 者 氏 名                                   
 
                        構  成  員  所 在 地 
 
                                    商号又は名称 
 
                                    代 表 者 氏 名                                   
 
  下記の一般競争入札に参加するため特定建設工事共同企業体を結成したので、入札説明書に定
められた書類を添えて、入札参加資格の認定を申請します。 
  なお、各構成員とも地方自治法施行令第１６７条の４及び埼玉県流域下水道事業財務規程第１
６８条の規定に該当しない者であること並びに当該申請書及び電子証明書の記載事項が事実と相
違ないことを誓約します。 
 
                                          記 
１  入札対象工事 
 (1)  名称 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 (2)  場所 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
２  公告日         年      月      日 
３ 連絡先 

 (1)  商号又は名称                              ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 (2)  担当者所属・氏名                          ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 (3) 電話番号                ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
※紙入札の場合、以下不要 
４ 入札書提出時点の事業所等情報 

(1) 埼玉県建設工事等競争入札参加資格申請時の申請事業所代表者氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(2) 法人代表者氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(3) 会社名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（登記している場合に記入） 

５ 入札書提出時点の以下の事業所等情報と入札書提出時に使用する（した）電子証明書の記載事項と

の整合（該当する方に○を付けてください。） 

(1) 会社本店住所 （相違がある／相違がない／登記していない） 

(2) 電子証明書名義人の住民票記載住所 （相違がある／相違がない／電子証明書に記載がない） 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－以下、発注者確認欄－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
□：開札後、電子入札システム上で表示される電子証明書の記載事項と上記４(1)又は(2)及び(3)に相違がない

ことを確認 
□：上記５の全てが「相違がない」であることを確認 

  ※相違がある場合は、入札手続を進める前にヘルプデスクへ確認すること。 

  ※標準型でくじになる場合、電子証明書の不正使用があった者は、くじの対象としないこと。 

 

 代表者等の変更（改姓、改名含む）により、電子証明書に記載された名義人氏名等＊1と異なることとなる場合、

変更日＊2以降は、前名義人氏名等の電子証明書は、絶対に使用しないでください。電子証明書が使用できない場合

は、公告文及び添付資料を御覧いただき、必要な手続をしてください。 
＊１「名義人氏名等」とは、電子証明書に記載されている以下の事項 

○名義人氏名 
 【工事等】埼玉県建設工事等競争入札参加資格申請時の申請事業所代表者（又は法人代表者） 
 【物品等】物品等競争入札参加資格申請時の契約者（又は法人代表者） 
○名義人所属の会社本店住所（登記している場合） 
○名義人所属の会社名（登記している場合） 
○名義人住民票記載住所（電子証明書に記載のある場合） 

＊２「変更日」とは、 
○名義人・会社名・本店住所の変更は、取締役会等で指定された日 
○名義人の改姓や改名・住民票記載住所の変更は、市区町村役場への届出日 

※前名義人氏名等の電子証明書（旧電子証明書）を使用した入札は無効になります。旧電子証明書を使用して入札を行った者は、

入札参加停止等の措置を受けることがあります。 



様式第６号 
 

特定建設工事共同企業体協定書 
 
  （目的） 
第１条  当特定建設工事共同企業体は、埼玉県発注に係る                            工事を
  共同連帯して施工することを目的とする。 
  （名称） 
第２条  当特定建設工事共同企業体は、                                特定建設工事共同企
  業体（以下「企業体」と  いう。）と称する。 
  （事務所の所在地） 
第３条  当企業体は、事務所を                                            に置く。 
  （成立の時期及び解散の時期） 
第４条  当企業体は、          年      月      日に成立し、第１条に規定する工事の請負契
  約の履行後１２か月を経過するまでの間は解散することができない。 
２  前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。 
３  当企業体は、第１条に規定する工事を請け負うことができなかったときは、前２項の規定に
  かかわらず、当該工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。 
  （構成員の所在地及び名称） 
第５条  当企業体の構成員は、次のとおりとする。 
 
      所 在 地 
      商号又は名称                                                   
 
      所 在 地 
      商号又は名称                                                   
 
      所 在 地 
      商号又は名称                                                     
 
  （代表者の名称）                                   
第６条  当企業体は、                                    を代表者とする。 
  （代表者の権限） 
第７条  当企業体の代表者は、第１条に規定する工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注
  者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金（前払金及び部分払金
を  含む。）の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 
  （構成員の出資割合等） 
第８条  各構成員の出資の割合は次のとおりとする。ただし、当該工事について、発注者と契約
  内容の変更増減があって  も、構成員の出資の割合は変わらないものとする。 
 
  商号又は名称                                                                       ％ 
 
  商号又は名称                                                                       ％ 
 
  商号又は名称                                                                       ％ 
 
２  金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上構成員が協議して評価するものとす
  る。 
  （運営委員会） 
第９条  当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、第１条に規定する工事の完成に当
  たるものとする。 
  （構成員の責任） 
第10条  各構成員は、第１条に規定する工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負うもの
  とする。 
  （取引金融機関） 
第11条  当企業体の取引金融機関は、                      とし、代表者の名義により設けら
  れた別口預金口座によって取引するものとする。 



  （決算） 
第12条  当企業体は、第１条に規定する工事の完成後当該工事について決算するものとする。 
  （利益金の配当の割合） 
第13条  決算の結果、利益を生じた場合には、第８条に規定する出資の割合により構成員に利益
  金を配当するものとする。（欠損金の負担の割合） 
第14条  決算の結果、欠損金を生じた場合には、第８条に規定する出資の割合により構成員が欠
  損金を負担するものとする。 
  （権利義務の譲渡の制限） 
第15条  本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。 
  （工事途中における構成員の脱退に対する措置） 
第16条  構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が第１条に規定する工事
  を完成する日までは脱退することができない。 
２  構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構
  成員が共同連帯して当該工事を完成する。 
３  第１項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱
  退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合 
  により分割し、これを第８条に規定する割合に加えた割合とする。 
４  脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を
  生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金 
  額を控除した金額を返還するものとする。 
５  決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。 
  （工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置） 
第17条  構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、前条第２
  項から第５項までを準用 するものとする。 
  （解散後のかし担保責任） 
第18条  当企業体が解散した後においても、第１条に規定する工事につきかしがあったときは、
  各構成員は共同連帯して その責に任ずるものとする。 
  （協定書に定めのない事項） 
第19条  この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 
 
 
 
                        外    社は、上記のとおり                      特定建設工事共同
企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書    通を作成し、各通に構成員が記名押
印し、各自所持するものとする。 
  また、この協定書を別途１通作成し、埼玉県に提出するものとする。 
 
        令和    年    月    日 
 
 
          所 在 地 
  代  表  商号又は名称 
  構成員  代 表 者 氏 名                                                ㊞ 
 
 
          所 在 地 
  構成員  商号又は名称 
          代 表 者 氏 名                                                ㊞ 
 
 
          所 在 地 
  構成員  商号又は名称 
          代 表 者 氏 名                                                ㊞ 
 
 
 



様式第７号                                                                             
 
  個人・法人用  

 
入札保証金免除申請書 

 
                                                                    年  月  日  
 
 
  埼玉県下水道事業管理者      様 
 
 
 
                                    所 在 地 
 
                                    商号又は名称 
 
                                    役 職 名 
 
                                    氏 名                                   
 
 
 
  下記の一般競争入札について、埼玉県流域下水道事業財務規程第１７１条第２項第３号に掲げ
る場合に該当するので、入札説明書に定められた書類を添えて、入札保証金の免除を申請します。 
 

記 
 
１  入札対象工事（業務） 
 
 (1)  名称 
 
 
 (2)  場所（建設工事に限る。） 
 
 
２  公告日 
 
        年  月  日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  【連絡先】  担当者所属・氏名                              電話番号                   
 



様式第８号                                                                             
 
  特定建設工事共同企業体用  

 
入札保証金免除申請書 

 
                                                                    年  月  日  
 
  埼玉県下水道事業管理者      様 
 
 
                    特定建設工事共同企業体の名称 
 
                        代表構成員  所 在 地 
 
                                    商号又は名称 
 
                                    役 職 名 
 
                                    氏 名                                   
 
 
  下記の一般競争入札について、埼玉県流域下水道事業財務規程第１７１条第２項第３号に掲げ
る場合に該当するので、入札説明書に定められた書類を添えて、入札保証金の免除を申請します。 
 
                                          記 
 
１  入札対象工事（業務） 
 
 (1) 名称 
 
 
 (2)  場所（建設工事に限る。） 
 
 
２  公告日 
 
        年  月  日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  【連絡先】  商号又は名称                               
 
              担当者所属・氏名                              電話番号                   
 



様式第９号 
 
 

入  札  ・  見  積  委  任  状 
 
 
                                                               年  月  日  
 
  埼玉県下水道事業管理者      様 
 
 
                               所 在 地 
 
                               商号又は名称 
 
                               役 職 名 
 
                               氏 名                              
 
                連  絡  先 
 
 私は、次の者を代理人と定め、                    工事（業務）に係る    年  月 
 日における入札及び見積りに関する権限を委任します。 
 
 
                   受 任 者    氏 名 
 
 
 
 
 
                           ＜確認済＞県担当者記入 
                            確認日： 
                            相手方： 
                            確認者： 
 
 



様式第１０号 
 
 

入  札  立  会  者  届  出  書 
 
 
                                                               年  月  日  
 
  埼玉県下水道事業管理者      様 
 
 
                               所 在 地 
 
                               商号又は名称 
 
                               役 職 名 
 
                               氏 名                              
 
                                連  絡  先 
 
 
 下記の入札の入札期日（    年  月  日）における立会者として、次の者を届け出ま
す。 
 
 
                 入札立会者    氏 名 
 
 

記 
 
 
１  入札対象工事（業務） 
 
 (1)  名称 
 
 (2)  場所（建設工事に限る。） 
 
 
２  公告日 
        年  月  日 
 
 



様式第１１号 
  個人・法人用  
 

入        札        書 
 
 
                                                               年  月  日  
 
  埼玉県下水道事業管理者      様 
 
 
                               所 在 地 
 
                               商号又は名称 
 
                               役 職 名 
 
                               氏 名                              
 
                                担 当 者 
 
                連 絡 先 
 
 入札説明書を熟知したので、埼玉県流域下水道事業財務規程に従い、次のとおり入札します。 
 
 
１  入札対象工事（業務） 
 (1)  名称                                                             
   

 
 (2)  場所（建設工事に限る。）                                         
   

 
２  入札金額                                                           
   

 
 
（注意事項） 
 
  １  金額は算用数字で記入し、頭部に￥を付記すること。 
 
  ２  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の１０相当する額を加 
  算した額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をも 
  って落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか 
  を問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 
 
 
 
                                            



様式第１２号 
  特定建設工事共同企業体用  
 

入        札        書 
 
 
                                                               年  月  日  
 
  埼玉県下水道事業管理者      様 
 
 
               特定建設工事共同企業体の名称 
 
                   代表構成員  所 在 地 
                               商号又は名称 
                               役 職 名 
                               氏 名                              
                   構  成  員  所 在 地 
                               商号又は名称 
                               役 職 名 
                               氏 名                              
                   構  成  員  所 在 地 
                               商号又は名称 
                               役 職 名 
                               氏 名                              
 
                   上記代理人  氏 名                              
 
                連  絡  先 
 
 入札説明書を熟知したので、埼玉県流域下水道事業財務規程に従い、次のとおり入札します。 
 
 
１  入札対象工事（業務） 
 (1)  名称                                                             
   

 (2)  場所（建設工事に限る。）                                         
   

２  入札金額                                                           
   

 
（注意事項） 
 
  １  金額は算用数字で記入し、頭部に￥を付記すること。 
 
  ２  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の１０相当する額を加 
  算した額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をも 
  って落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか 
  を問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 
 
  ３  「上記代理人」の欄は、全構成員から同一人に入札の権限を委任したときに使用すること。
   
 



様式第１３号 
  個人・法人用  
 

見        積        書 
 
 
                                                               年  月  日  
 
  埼玉県下水道事業管理者      様 
 
 
                               所 在 地 
 
                               商号又は名称 
 
                               役 職 名 
 
                               氏 名                              
 
 
                                担 当 者 
 
                連 絡 先 
 
 
  設計図書、契約条項等を熟知したので、埼玉県流域下水道事業財務規程に従い、次のとおり 
見積りします。 
 
 
１  見積対象工事（業務） 
 (1)  名称                                                             
   

 (2)  場所（建設工事に限る。）                                         
   

２  見積金額                                                           
   

 
（注意事項） 
 
  １  金額は算用数字で記入し、頭部に￥を付記すること。 
 
  ２  随意契約の相手方の決定に当たっては、見積書に記載された金額に、当該金額の100分の 
  １０に相当する額を加算した額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を 
  切り捨てた金額）をもって見積価格とするので、見積者は、消費税に係る課税事業者である 
  か免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見 
  積書に記載すること。 
 
 



様式第１４号 
  特定建設工事共同企業体用  
 

見        積        書 
 
 
                                                               年  月  日  
 
  埼玉県下水道事業管理者      様 
 
 
               特定建設工事共同企業体の名称 
 
                   代表構成員  所 在 地 
                               商号又は名称 
                               役 職 名 
                               氏 名                              
                   構  成  員  所 在 地 
                               商号又は名称 
                               役 職 名 
                               氏 名                              
                   構  成  員  所 在 地 
                               商号又は名称 
                               役 職 名 
                               氏 名                              
 
                   上記代理人  氏 名                              
 
                連  絡  先 
 
  設計図書、契約条項等を熟知したので、埼玉県流域下水道事業財務規程に従い、次のとおり見
積りします。 
 
 
１  見積対象工事（業務） 
 (1)  名称                                                             
   

 (2) 場所（建設工事に限る。）                                         
   

２  見積金額                                                           
   

 
（注意事項） 
 
  １  金額は算用数字で記入し、頭部に￥を付記すること。 
 
  ２  随意契約の相手方の決定に当たっては、見積書に記載された金額に、当該金額の100分の 
  １０に相当する額を加算した額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を 
  切り捨てた金額）をもって見積価格とするので、見積者は、消費税に係る課税事業者である 
  か免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見 
  積書に記載すること。 
 
  ３  「上記代理人」の欄は、全構成員から同一人に見積りの権限を委任したときに使用するこ
  と。 



様式第１５号 
 
 

免  税  事  業  者  届  出  書 
 
 
                                                               年  月  日  
 
 
  埼玉県下水道事業管理者      様 
 
 
 
                               所 在 地 
 
                               商号又は名称 
 
                               役 職 名 
 
                               氏 名                              
 
 
 
  下記の期間については、消費税法の免税事業者（同法第９条第１項本文の規定により消費税を
納める義務が免除される事業者）となる予定であるのでその旨届出します。 
 
 

記 
 
 
      課 税 期 間      自            年      月      日 
 
                        至            年      月      日 
 
 
 
 
 
 



様式第１６号                                                                           
 
  個人・法人用  

 
不落札理由開示請求書 

 
                                                                    年  月  日  
 
 
  埼玉県下水道事業管理者      様 
 
 
 
                                    所 在 地 
 
                                    商号又は名称 
 
                                    役 職 名 
 
                                    氏 名                                   
 
 
 
        下記の一般競争入札において落札者とされなかった理由の開示を請求します。 
 

記 
 
１  入札対象工事（業務） 
 
 (1)  名称 
 
 
 (2)  場所（建設工事に限る。） 
 
 
２  公告日 
 
              年      月      日 
 
 
３  初度入札・再度入札の別 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  【連絡先】  担当者所属・氏名                              電話番号                   
 



様式第１７号                                                                           
 
 特定建設工事共同企業体用  

 
不落札理由開示請求書 

 
                                                                    年  月  日  
 
 
  埼玉県下水道事業管理者      様 
 
 
 
                    特定建設工事共同企業体の名称 
 
                        代表構成員  所 在 地 
 
                                    商号又は名称 
 
                                    役 職 名 
 
                                    氏 名                                   
 
 
 
        下記の一般競争入札において落札者とされなかった理由の開示を請求します。 
 
                                          記 
 
１  入札対象工事（業務） 
 
 (1)  名称 
 
 
 (2)  場所（建設工事に限る。） 
 
 
２  公告日 
 
              年      月      日 
 
 
３  初度入札・再度入札の別 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  【連絡先】  商号又は名称                               
 
              担当者所属・氏名                              電話番号                   
 



様式第１８号 
  個人・法人用  
 

一般競争入札参加資格認定申請者変更届 
 
                                                                   年  月  日  
 
 
  埼玉県下水道事業管理者      様 
 
 
 
                            入札対象工事（業務） 
 
                                  所 在 地  〒 
 
                                  商号又は名称 
 
                                  代 表 者 氏 名                               
 
 
 
                下記 のとおり変更 があっ たので届け出 ます 。 
 

記 
                                                                                     
  変 更 事 項     変 更 前     変 更 後     変 更 年 月 日 

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 



様式第１９号  
                                                       
 特定建設工事共同企業体用  

 
 

一般競争入札参加資格認定申請者変更届  
 
                                                                年  月  日  
 
  埼玉県下水道事業管理者      様  
 
 
                            入札対象工事（業務）  
 
                  特定建設工事共同企業体の名称  
 
                      代表構成員  所 在 地  〒  
 
                                  商号又は名称  
 
                                  代 表 者 氏 名                               
 
 
                下 記 の と お り 変 更 が あ っ た の で 届 け 出 ま す 。 
 

記  
                                                                                 
    
  変 更 事 項     変 更 前     変 更 後     変 更 年 月 日 

    

    

    

    

 


